令和8年3月12日

鳥取駅前地下道広告桝取扱業者募集要項


下記のとおり鳥取駅前地下道広告桝取扱業者を募集します。
郵便入札への参加希望がありましたら、鳥取市契約規則（昭和39年鳥取市規則第3号）を承知し御応募ください。応募される方は、令和8年3月23日（月）までに別紙「取扱申込書」をファクシミリで提出してください。（ファクシミリの着信を、担当に御確認ください。）
　なお、別記「郵便入札条件」に違反した場合は、無効又は失格とします。

記


	件名
	鳥取駅前地下道広告桝取扱

	掲載場所・掲載期間
	別紙　鳥取駅前地下道広告掲出仕様書のとおり

	規格
	別紙　鳥取駅前地下道広告掲出仕様書のとおり

	


応募資格
	次の条件をすべて満たす登録業者が応募できます。
（１）令和６・７年度競争入札参加資格において、「役務」の「イベント・広告・企画」に登録されていること。
（２）鳥取市内に本社又は営業所等を有すること。ただし、営業所等の場合は、当該営業所の代理人に対して鳥取市との契約締結の権限を委任する旨の委任状が提出されていること。
（３）鳥取市からの指名停止の措置を受けていないこと。
（４）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

	入札書提出日
	令和8年3月26日（木）17時まで

	開札日時
	令和5年3月27日（金）9時

	入札最低価格
	年額　202,800円（税別）

	契約保証金
	免除

	取扱申込書・質問書提出先
	FAX番号　0857-20-3040

	連絡先
	企画推進部秘書課広報室　0857-30-8008　担当　大塚





別記「郵便入札条件」
１　入札の方法
（１）郵便入札は郵便により入札書を提出する方法で行います。
（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、落札希望価格の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。
（３）入札金額は年額を記入してください。
（４）入札終了後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨を明記した届出書を提出してください。
（５）開札前に天災、その他やむを得ない理由が生じたときは入札の執行を中止し、又は取りやめることがあります。
（６）入札書を郵送する際は、所定の事項をすべて記載した上で封筒に入れて封かんしてください。
（７）封筒には必ず「入札件名」、「入札書」である旨を明記してください。
（８）郵送方法は、郵便局から配達日指定郵便で、かつ配達記録郵便、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で、あらかじめ指定する日に広報室に到達するように行ってください。
２　開札
（１）到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができません。
（２）入札書到達後においても、入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができます。
（３）開札は、入札執行者及び補助職員で行います。
３　くじによる落札者の決定
（１）落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札者が２名以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
（２）入札事務に参加していない職員が入札者に代わってくじを引きます。
４　入札の無効
　次のいずれかに該当する入札は、無効となります。
（１）取扱申込書を提出していない者がした入札
（２）入札書に記名押印がない入札
（３）入札最低価格に満たない金額の入札
（４）入札書の入札金額を訂正している入札又は入札金額の明確でない入札
（５）同一入札案件について、同一人が複数の入札書を提出した入札
（６）入札書が指定する日以外の日に到達した入札
（７）その他入札執行者において無効と認めた入札
５　落札者への通知
　当日、落札者に電話で落札者と決定する旨を連絡します。
６　募集要項、仕様書等に対する質問等
質問は、令和8年3月17日（火）１７時までに別紙「質問書」をファクシミリで送信して行うこと。回答は同月19日（木）の１３時までに鳥取市公式ウェブサイトに掲示する。
